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yumi
テキストボックス
契約当事者がＸＹではない場合には、誰と誰との契約であるかを明記しましょう。

yumi
テキストボックス
附帯請求（本問では遅延損害金）にも触れてください。附帯請求と付随的申立ては違うので注意しましょう。

yumi
テキストボックス
保証するのが（あ）の債務であることを明記しましょう。

yumi
○

yumi
テキストボックス
正確には、本件貸付債権と遅延損害金債権です。譲渡代金額も記載しましょう。

yumi
○

yumi
○

yumi
テキストボックス
ここはＯＫです。判決取得後の強制執行の手続をよく理解されていることが分かります。主語を明記しましょう。

yumi
○

yumi
テキストボックス
差押え可能な範囲と、差押えが制限されている趣旨についてよく理解できており、好印象です。

yumi
○

yumi
○

yumi
テキストボックス
この事実が真実とは反することについても、摘示してください。

yumi
○

yumi
○

yumi
テキストボックス
ここで問題となるのは「給付した」といえるためには、代物弁済の契約で足りるのか、引渡しまで必要となるかという点です。

yumi
○

yumi
テキストボックス
なるほど、良い観点です。

yumi
○

yumi
テキストボックス
本件の争点ですね。



yumi
テキストボックス
これはＹの立場からの準備書面の起案なので、「…と考える」という書き方ではなく「…である」と言い切ってしまいましょう。自信のある書き方の方が裁判官にとっても、説得的だからです。

yumi
○

yumi
○

yumi
テキストボックス
その通りです。説得的な評価をされています。

yumi
タイプライターテキスト
働く

yumi
テキストボックス
「譲渡されたものである」と言い切ってください。

yumi
線

yumi
線

yumi
線

yumi
引き出し線
そのとおりですが、電話→代物弁済へのつなげ方がやや雑な感じがします。Ｂが乙絵画をＡに譲渡した、まさにその日にＹに電話をしていることや、Ｂが絵画を大切にしていたことなども踏まえた上で代物弁済を推認させましょう。

yumi
テキストボックス
おつかれさまでした。全体的にはよくできています。訴訟物や請求の趣旨の書き方は、決まっているため、過去問で出てくるものを中心に覚えていきましょう。設問２の小問⑶は、条文のどの部分が問題点となるかを明示した上で、解釈を展開していただくと、理解が採点者に伝わります。設問３はとても説得的です。設問４も、合格水準に達した起案ができていると思いますが、せっかく通帳の履歴がないことを指摘できている以上、その評価もできるとより良かったかなと思います。とはいえ、本番でこの内容の起案ができれば十分ですので、この調子で頑張ってください。



働く




